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110010 再エネ発電設備設置時の
系統連系負担について

電気事業者による再
生可能エネルギー電
気の調達に関する
特別措置法第５条第
１項第１号、
同施行規則第５条１
項第１号、同条第２項

　「総合資源エネルギー調査会電
気事業分科会制度環境小委員会
中間とりまとめ」（平成２３年２月）に
おいて、電源線に係る負担につい
ては、従来から原因者が特定出来
るものとして特定負担（発電事業者
負担）として整理されており、引き続
き、特定負担とすることが適当であ
るとされている。
これを踏まえ、再生可能エネルギー
特別措置法令上、電源線に係る費
用については、接続に必要な費用
として、発電事業者が負担するもの
とされている（電気事業者による再
生可能エネルギー電気の調達に関
する特別措置法第５条第１項第１
号、同施行規則第５条１項第１号、
同条第２項）。

　再エネ発電設備普及のた
め、発電事業者負担では無
く、需要家負担にするなど、
発電事業者の負担軽減策
を導入する。

　現在、地熱発電所の建設を検討中であるが、既存の送電線までの距離
が長く、全て発電事業者負担となると採算性が悪化し、事業可能性が低く
なる。
　地熱発電適地における、系統連系費用負担については、需要家負担に
するなど、発電事業者の負担軽減策を導入頂きたい。これにより、地熱発
電の普及に繋がる。

Ｃ Ⅲ

　「総合資源エネルギー調査会電気事業分科会制度環境小委員会中間とりま
とめ」（平成２３年２月）において、電源線に係る負担については、従来から原因
者が特定出来るものとして特定負担（発電事業者負担）として整理されてきた。
これを一般負担（電気料金で広く需要家から回収）とする場合、発電事業者の
みが利用する送電線を社会全体で支えることとなる上、全体として高コストな電
源立地に過剰なインセンティブが付与され、結果的に社会的費用の増大を招く
おそれがある。
　これを踏まえ、再生可能エネルギー特別措置法令上、電源線に係る費用につ
いては、接続に必要な費用として、発電事業者が負担するものとされている（再
生可能エネルギー特別措置法施行規則第５条第１項）。しかしながら、このよう
な費用を負担するに当たっては、過大な費用が請求されることがないよう、電
気事業者に書面により費用の内容、積算の基礎が合理的なものであること、及
びその費用が必要であることの合理的な根拠を示すこととして、説明責任を課
している（同施行規則第５条２項）。また、発電所から電力会社の送電網までを
接続するための送電線の費用については、再生可能エネルギー発電事業者が
負担する通常要する費用として調達価格等算定委員会で認められたため、そも
そも調達価格の算定に当たって内訳に算入している。
　したがって、再生可能エネルギー発電事業者の負担軽減策についてはすで
に措置が行われているため、提案内容は受け入れられない。
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グス（株）

東京都 経済産業省

110020
再エネ発電設備の系統連
系の制約要件の見直し

電気設備の技術基準
の解釈第２２８条
電力品質確保に係る
系統連系技術要件ガ
イドライン第２章第３
節

　電気設備の技術基準の解釈第２
２８条は以下の規定内容である。
　「第228条高圧の電力系統に分散
型電源を連系する場合は、分散型
電源を連系する配電用変電所の配
電用変圧器において、常に逆向き
の潮流を生じさせないこと。」

　再エネ発電設備の系統連
系可能量をアップさせるた
め、配電用変圧器の逆潮
流制限を撤廃する。

　電気事業法上、一般電気事業者及び卸電気事業者以外の事業者で、高
圧で受電する事業者は、電力会社の変電所に設置されている配電用変圧
器において逆潮流が認められていない。
　太陽光発電設備設置検討の際、電力需要の少ない地域においては、太
陽光発電設備の発電電力が地域の電力バランスに与える影響が大きく、
電力需給状況によっては、配電用変圧器の逆潮流が不可欠となり、発電
量を抑える必要があり、事業の採算性が悪くなる。これにより事業を断念し
なければならない可能性もある。
　このような、電力需要の少ない地域に再エネ発電設備を設置し連系する
場合、配電用変圧器の逆潮流を可能として頂きたい。これにより、小規模
な再エネ発電設備の普及に繋がる。

Ｃ Ⅳ

　「電気設備に関する技術基準を定める省令」において、第18条第１項で「高
圧・・・の電気設備は、・・・電気の供給に著しい支障を及ぼさないように施設し
なければならない」、第20条で「電線路は、・・・感電又は火災のおそれがないよ
うに施設しなければならない」と規定されており、配電用変電所の配電用変圧
器（バンク）の逆潮流については、直接的に制限されるものではないが、現状で
は、これらの省令の規定に抵触すると解されている。
　具体的には、現在、系統を運用している各一般電気事業者等においては、事
故を検知する際等の技術的な課題等があることから、配電用変電所の配電用
変圧器（バンク）には逆潮流がない条件で、高圧電線路及び特別高圧電線路
の事故を検知できるシステム等を構築している。このため、例えば、現状設備
のままバンクに逆潮流が発生すると、健全な場所が停電するおそれが生じるこ
とや、バンクに逆潮流が発生しても健全な場所が停電しないような措置を講じ
ると事故発生時に適切に電気を遮断できず感電・火災が発生するおそれがあ
る、等の問題があるためである。よって、保安上の観点から、「電気設備の技術
基準の解釈」において、制限が記載されている。
　また、電圧管理の観点からは、配電線の電圧調整を行う配電用変電所変圧
器の電圧調整機能が正常に動作せず、配電線の電圧が管理値を逸脱するお
それがある等の問題があるため、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガ
イドライン」において、それぞれ制限が記載されている。
　このように、技術的に様々な課題があることから、バンクの逆潮流を可能とす
るためには、これらの課題等を解決するための検討及び対策が必要である。そ
のため、まずは関係者間で課題を整理してこれらの保安上及び電圧管理上の
課題について検討して参りたい。
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王子ホールディン
グス（株）

東京都 経済産業省

110030 大規模小売店舗立地法に
基づく事務処理の簡素化

大規模小売店舗立地
法

　大規模小売店舗法６条１項に基
づく変更届出があったときは、受け
付けた都道府県等において変更事
項の概要の公告・縦覧を行い、地
元住民等の意見を聴くこととなって
いる。

　大規模小売店舗の設置
者の姓や住所の変更等の
変更については、届出のみ
とし、公告等により地元住
民や市町の意見を聴くこと
を要しないものとする。

　大規模小売店舗立地法においては、設置者の姓名や住所等の変更があった場合、届出の
後、新規の設置の届出と同じように、
①４か月間の公告を行い、地元住民や市町の意見を聴く
②意見の結果について再度１か月間の公告を行う
ことを定めており、事業者にとっても、また行政側にとっても必要以上の事務負担が生じてい
る。
　大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境の
保持のため、新設又は変更に際し、あらかじめ都道府県に届け出ることとしている。
　一方、「届出」は、届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されて
いることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が
法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべ
き手続上の義務が履行されたものとする（行政手続法第37条）とされていることから、
設置済の案件で、「生活環境の保持」に直接影響するとは思われないような、
・店舗の名称を変更したとき
・地番変更等により店舗の所在地を変更したとき
・設置者の商号を変更したとき
・結婚等により設置者の姓を変更したとき
・設置者の所在地を変更したとき
等の単純な案件については、届出のみとし、「公告や地元意見を聴くことを要しない」こととした
い。
　なお、佐賀県においては、平成２３年度に処理した届出件数４９件中、半数の２３件が名称や
住所等の単純な変更案件であり、本提案による見直しにより、県はもちろん、市町、また事業
者にとっても業務の簡素化と処理期間の短縮が実現できるものと見込んでいる。

Ｃ Ⅰ

　店舗名や所在地等、生活環境の保持に直接影響しないと思われる事項につ
いても、大店立地法や同法指針で求められる対応配慮について責任を持つ者
に関する事項であり、周辺住民等から一定の関心が寄せられることがあり得る
ため、公告・縦覧をすることとしている。また、例えばある店舗が、来客数や顧
客の年齢構成の異なる業態に転換することに伴い名称や称号変更を行う場合
等には、住民等から、生活環境の保持についての一般的な意見が寄せられる
ことがある。よって、これらを不要とすることは適切ではない。
　本制度は単に公告・縦覧を行い、変更内容に関する事実を一般に知らしめる
という内容であり、具体的に事業活動等に大きなコストが生じない上に、「規制
の特例措置を通じて経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化を図るこ
と」という構造改革特区法の目的を直ちに達成することには繋がらないため、特
区制度にはなじまないものと考える。

　右提案主体
からの意見に
対して回答さ
れたい。

　大規模小売店舗立地法第11条においては、
たとえばＡ店舗がＢ社に譲渡されたような場
合、商号や設置者の変更を伴うにもかかわら
ず、届出のみを行えばよいとされている。こうし
た「店舗の譲渡や合併」よりも、同法第6条の
「形式的な地番変更」や「婚姻による改姓」の方
が、「将来的に周辺環境に影響を及ぼす経営
方針や営業形態の転換に繋がりうるものとし
て、周辺住民等から一定の関心や懸念が寄せ
られることがある」（経済産業省回答）ため、届
出に加えて４月＋1月もの公告や意見聴収を行
う必然性がある、とは考えにくい。

C Ⅰ

　大店立地法第６条第１項に規定される変更届出に
伴う公告・縦覧等の実務については、多くの自治体
において、複数の変更事項についてある程度まと
まった段階で公告・縦覧を行っているなど、すでに自
治体の手続きの合理化が図られていると認識してい
る。
　法の趣旨としては、大店立地法第６条第１項に規定
される変更事項については、同法の目的である周辺
生活環境の保持（騒音や交通渋滞等への対応）につ
いて対応配慮をする者の基本的情報であり、周辺住
民等から一定の関心や懸念が寄せられる可能性が
あるため、当該変更について、同法の運用主体であ
る都道府県等が公の機関として公告・縦覧等をする
ことで、確実に周辺住民等に隔てなく周知することが
必要である。
　また、同法第１１条に規定される承継における公
告・縦覧等は法令上義務づけられてはいないが、公
表してほしいという要望も一部の自治体に寄せられ
ており、周辺住民等の関心は高いと思われる。当省
としても透明性確保の観点から、従来より第６条第１
項で規定される変更届出同様、同法第１１条に規定
される承継についても広く周知することを自治体に対
して助言しているところである。
　従って、第６条第１項と第１１条を比較して、見直し
を検討することは、適当ではない。
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佐賀県 佐賀県 経済産業省

1036010 発電事業特区

環境影響評価法
第二条第二項及び第
三項

環境影響評価法施行
令
第一条、第六条、第
七条、別表第一

　環境アセスメント手続は、環境影
響の程度が著しいものとなりうる事
業について、開発と環境保全の両
立を図るため、予め環境への影響
を調査・予測・評価し、環境保全措
置（回避・低減・代償措置）を検討す
ることを求め、かつ、それらの情報
を公表し、住民の意見提出の機会
を与え、さらに自治体や国の意見を
事業計画の決定に反映させるも
の。また、この手続を通じ、事業計
画の検討段階における環境面の配
慮を制度的に担保し、よりよい事業
計画とするとともに、公衆関与によ
り関係者の理解や受容を促進する
ものである。
　火力発電所に係る環境影響評価
の規模要件としては、必ず環境アセ
スメント手続を行う第一種事業が出
力15万kW以上、第一種事業に準ず
る規模を有し、環境アセスメント手
続を行うか否かを個別に判定する
こととされている第二種事業が出力
11.25万kW～15万kWである。

　環境影響評価法「第一種
事業」及び「第二種事業」区
分の要件緩和

　現在、被災地域（岩手県・福島県・宮城県）で、出力15万kW以上の石炭
火力発電所の新設・運営を検討しているが、当該3県においては、環境影
響評価法の第二条及び施行令第一条で規定される発電所の第一種事業
となる出力規模の大幅緩和を願いたい。具体的には、現在は火力発電所
は15万kW以上が第一種事業に該当するが、当該地域内においては、100
万kW以上とする大幅な要件緩和をするとともに、併せて第二種事業につ
いても、現状の施行令第六条における数値を0.75以上へ緩和願いたい。
　国内は、震災以降、原子力発電所の発電機能が喪失し、被災地経済の
停滞や火力燃料費の増加に伴う貿易収支が悪化している。当該地域にお
いて、LNGよりも経済性に優れた石炭火力を燃料とする新規発電事業を創
出することは、貿易収支圧縮と現地雇用確保、国内の総合熱効率改善に
大きな効果があるものと考える。

C Ⅱ

　石炭火力発電所等火力発電所の設置事業は、当該事業に伴う環境影響の
程度が著しいものとなるおそれがあることから、排出ガス量、使用冷却水量、敷
地面積が大きくなる出力規模を勘案し、かつ環境影響評価法施行までに行わ
れていた、通商産業省省議決定に基づくアセスメントとの継続性を考慮して、出
力15万kW以上の規模について、環境アセスメント手続が義務付けられていると
ころである。
　規模要件の緩和により、本手続を行わないこととした場合、環境影響の調査・
予測・評価や、環境保全措置の検討、地域住民等の関係者からの意見提出等
の機会を損なうことによって、環境保全対策が不十分になり、住民の健康や生
態系も含めた周辺環境への影響が強く懸念される。
　加えて、本提案においては、発電所の設置場所によっては、大気汚染や温排
水等、本提案申請自治体の範囲を超えた環境影響が生じる可能性がある。
　以上の理由より、本提案について認めることはできない。
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